
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　
　
　

　
　

　

【請求項２】
　

【請求項３】
　

【請求項４】
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映像表示装置において、
前記映像表示装置の固有情報を含むＩＤ情報を記憶するメモリ部と、
前記映像表示装置から前記ＩＤ情報を受信可能であるともに該ＩＤ情報に基づく映像信

号を作成可能な第１及び第２外部映像出力装置の、いずれかの映像信号を切換可能な切換
手段と、

制御手段と、を有し、
前記制御手段は、前記切換手段によって、前記第１外部映像出力装置からの映像信号か

ら前記第２外部映像出力装置からの映像信号へ切り換わった場合に、前記第２外部映像出
力装置との通信を初期化するための処理を実行し、

前記初期化処理の後に前記メモリ内のＩＤ情報が前記第２外部映像出力装置へ出力され
ることを特徴とする映像表示装置。

前記制御回路は、前記接続を切り換えるための切換指示信号に基づいて前記初期化処理
を実行することを特徴とする請求項１に記載の映像表示装置。

前記ＩＤ情報は、前記映像表示装置の特性情報、製造番号、シリアル番号、受信可能な
映像信号タイミングの情報を含むことを特徴とする請求項１に記載の映像表示装置。



　
　
　

　

　

　

【請求項５】
　前記通信の 処理は、前記 装置を電源投入直後の状態にするた
めの処理を含むことを特徴とする請求項４に記載の映像 装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記第２外部映像出力装置に前記第２のコネクタを介してリセット要
求信号を送信することにより、前記第２の映像処理装置を電源投入直後の状態にすること
を特徴とする請求項５に記載の映像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はコンピュータ装置等から出力される映像信号等に基づいて画像を表示したり音声
を再生することが可能なディスプレイ装置に関し、特に、コンピュータ装置等と通信を行
うディスプレイ装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、コンピュータ、特にパーソナルコンピュータ（以下、ＰＣと記す）の分野ではプラ
グアンドプレイ（ＰＬＵＧ＆ＰＬＡＹ、以下プラグ＆プレイと記す）機能が重要視されて
いる。これは、ＰＣに接続される各種機器（ディスプレイ装置も含まれる）に対してＰＣ
の使用者が煩わしい設定作業を行わないで済むようにすることが可能な機能であり、ＰＣ
の使用者のニーズも高いものである。ディスプレイ装置の場合では、ＰＣの映像信号出力
端子にディスプレイ装置を接続すれば、あるいは接続されたＰＣとディスプレイ装置の電
源を入れれば、調整無しで標準的な表示映像状態が得られる様にするものである。このよ
うなディスプレイ装置の例としては特開平７－３０２０６８号公報記載のものがある。こ
こでは、ディスプレイ装置とＰＣとの間に通信線を設け、ディスプレイ装置の識別情報や
タイミング情報をＰＣが読み出し、ディスプレイ装置で表示可能な映像信号タイミングあ
るいは映像信号フォーマットをＰＣが生成して映像信号出力端子から出力するようにして
いる。
【０００３】
一方、調整のし易さを提供するために、ＰＣとディスプレイ装置間に通信線を設けて、Ｐ
Ｃ側からディスプレイ装置側へ表示制御信号あるいは制御命令を送信するものがある。こ
の制御信号または制御命令はディスプレイ装置で受信されると、信号の内容を判断して、
例えば表示サイズや表示位置の調整が行われる。このように通信線を設置することでＰＣ
上のソフトウェアに動作させて、ＰＣに接続されるマウスやキーボード等の入力装置から
の操作でディスプレイ装置の表示調整が簡単にできる。このような例としては特開平７－
１６８５４７号公報が掲げられる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来技術では、何れも接続されるコンピュータとディスプレイ装置が一対一であった
。ところが、従来のディスプレイ装置およびコンピュータとから成るディスプレイシステ
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映像表示装置において、
前記映像表示装置の固有情報を含むＩＤ情報を記憶するメモリ部と、
前記映像表示装置から前記ＩＤ情報を受信可能であるともに該ＩＤ情報に基づく映像信

号を作成可能な第１外部映像出力装置と接続される第１のコネクタと、
前記映像表示装置から前記ＩＤ情報を受信可能であるともに該ＩＤ情報に基づく映像信

号を作成可能な第２外部映像出力装置と接続される第２のコネクタと、
映像信号の切換指示に応答して、前記第１のコネクタに入力された映像信号から前記第

２のコネクタに入力された映像信号へ切り換え、前記第２映像出力装置との通信をリセッ
トするための処理を実行する制御手段と、備え、

前記リセット処理が為されると、前記メモリ内のＩＤ情報が前記第２のコネクタを介し
て前記第２外部映像出力装置へ出力可能にされることを特徴とする映像表示装置。

リセット 第２外部映像処理
表示



ムでは、ディスプレイ装置とコンピュータとの間の通信についての配慮が十分に為されて
いなかったため、ディスプレイ装置側では接続されるコンピュータ装置が変わった場合に
通信不良となったり、映像が正しく表示されなかったり、さらにはディスプレイ装置のパ
ワーセーブモードを効かせるとディスプレイ装置の電源が切断されるためにコンピュータ
装置や通信線上に接続される他の周辺装置との通信が行えなくなったりする不都合が生じ
る場合があった。また、通信線と映像信号線が独立に存在するため、例えば通信線を介し
てディスプレイ装置の表示状態、例えば表示サイズ、位置、明るさ、表示色等を制御する
ことが困難となる場合があった。また、上記通信線上に様々な周辺装置を接続する場合、
制御ホストとなるコンピュータが切り換わると、そのままではその周辺装置に対する制御
が行われない恐れがあった。
【０００５】
更には、通信線は存在するもののコンピュータ装置がホストとなっているためにコンピュ
ータ装置が機能していない状態や状況では通信機能が停止してしまうことにより、ディス
プレイ装置や周辺装置の使用が不可能となることがあった。
【０００６】
　そこで、本発明の目的は、

【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記 本発明

【０００８】
　

【０００９】
　

【００１０】
　

【００１１】
なお、ここでコンピュータとは、コンピュータ装置を含めてコンピュータ機能を備えた装
置であれば、ＰＣに限らずどのような装置であってもかまわない。
【００１２】
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例えばコンピュータ等の複数の映像出力機器と接続可能な映
像表示装置において、複数の映像出力機器との接続を切り換える際における映像出力機器
と通信を良好に行うことが可能な映像表示装置を提供することにある。

目的を達成するために、 は、前記映像表示装置の固有情報を含むＩＤ情報を
記憶するメモリ部と、前記映像表示装置から前記ＩＤ情報を受信可能であるともに該ＩＤ
情報に基づく映像信号を作成可能な第１及び第２外部映像出力装置の、いずれかの映像信
号を切換可能な切換手段と、制御手段とを有し、前記制御手段は、前記切換手段によって
、前記第１外部映像出力装置からの映像信号から前記第２外部映像出力装置からの映像信
号へ切り換わった場合に、前記第２外部映像出力装置との通信を初期化するための処理を
実行し、前記初期化処理の後に前記メモリ内のＩＤ情報が前記第２外部映像出力装置へ出
力されることを特徴とする。

また本発明は、映像表示装置の固有情報を含むＩＤ情報を記憶するメモリ部と、前記映
像表示装置から前記ＩＤ情報を受信可能であるともに該ＩＤ情報に基づく映像信号を作成
可能な第１外部映像出力装置と接続される第１のコネクタと、前記映像表示装置から前記
ＩＤ情報を受信可能であるともに該ＩＤ情報に基づく映像信号を作成可能な第２外部映像
出力装置と接続される第２のコネクタと、映像信号の切換指示に応答して、前記第１のコ
ネクタに入力された映像信号から前記第２のコネクタに入力された映像信号へ切り換え、
前記第２映像出力装置との通信をリセットするための処理を実行する制御手段と、備え、
前記リセット処理が為されると、前記メモリ内のＩＤ情報が前記第２のコネクタを介して
前記第２外部映像出力装置へ出力可能にされることを特徴とする。

前記ＩＤ情報は、前記映像表示装置の特性情報、製造番号、シリアル番号、受信可能な
映像信号タイミングの情報を含むものであってもよい。

前記通信のリセット処理は、前記第２外部映像処理装置を電源投入直後の状態にするた
めの処理を含むものであってもよい。また、前記制御手段は、第２外部映像出力装置に第
２のコネクタを介してリセット要求信号を送信することにより、前記第２の映像処理装置
を電源投入直後の状態にするようにしてもよい。



【発明の実施の形態】
上記発明の具体的な実施の形態について、以下に図を用いて説明する。図１は本発明の一
実施形態であり、ここではディスプレイ装置にコンピュータ装置を例えば２台接続する場
合の構成図を示している。ここではコンピュータ装置を２台としているが、３台またはそ
れ以上のコンピュータ装置が接続されていても同様である。このようにディスプレイ装置
に複数のコンピュータを一度に接続可能なため、ユーザが使用したいコンピュータをその
都度接続し直す必要がなくなる。同図で１および２はコンピュータ装置（以下、ＰＣ１お
よびＰＣ２と記す）を示しており、３は本発明によるディスプレイ装置を示している。デ
ィスプレイ装置３はＰＣ１およびＰＣ２と通常の映像信号線、例えばビデオグラフィック
アダプタ（Ｖｉｄｅｏ　Ｇｒａｐｈｉｃ　Ａｄａｐｔｏｒ）仕様の映像信号ケーブル、コ
ネクタで接続される他に、双方向の通信線（以下、Ｃ１およびＣ２と記す）でそれぞれ接
続される。ただし、ここでは便宜上映像信号線と通信線を分けて示しているが、実際には
別々の線で存在しても、１本のケーブル内に存在しても、この違いによる本発明への影響
はない。
【００１３】
さらに本発明の別の実施形態を以下に説明する。今、初期状態としてディスプレイ装置３
にＰＣ１の出力する映像信号が選択され表示されており、通信線Ｃ１による通信が行われ
ている場合の動作は以下の通りである。まず、この状態になる前に、ディスプレイ装置３
とＰＣ１との通信の初期化が行われるが、その初期化はディスプレイ装置３およびＰＣ１
の起動直後に行われる。すなわち、ディスプレイ装置３とＰＣ１とが接続された直後、あ
るいは接続されていたディスプレイ装置３とＰＣ１とに電源が供給された直後である。デ
ィスプレイ装置３にＰＣ１の出力する映像信号が選択され表示されている状態では、Ｃ１
を介することによりディスプレイ装置３の表示状態、例えば表示サイズ、表示位置、ある
いはコントラスト等の表示に関する各種調整をＰＣ１側から制御可能とし、またディスプ
レイ装置３の制御状態や識別情報等の固有情報をＰＣ１側へ送信することも可能としてい
る。この場合、この時点ではディスプレイ装置３とＰＣ２との通信の初期化は行われてお
らず、よってＰＣ２とディスプレイ装置３との間ではプラグ＆プレイ機能による通信が可
能な状態となっていない。そこでディスプレイ装置３の入力をＰＣ１からＰＣ２へ切り替
へる場合には、改めてディスプレイ装置３が信号切り換えに伴ってＰＣ２に対して通信初
期化要求、またはリセット要求を行い、通信が行えるようにする。以下に、その場合にお
いてのディスプレイ装置３の内部動作について更に詳しく説明する。
【００１４】
図２は図１におけるディスプレイ装置３の内部構成図である。図２において、２１は第１
のＰＣ（ＰＣ１）からの映像信号を受信するためのコネクタＣＮ１、２２は第２のＰＣ（
ＰＣ２）からの映像信号を受信するためのコネクタＣＮ２、２３はＰＣ１との双方向通信
である第２の通信を行う通信線を接続するコネクタＣＭ１、２４はＰＣ２との双方向通信
である第２の通信を行う通信線を接続するコネクタＣＭ２、２５はＰＣ１からの映像信号
とＰＣ２からの映像信号とを切り換えるための切換回路ＳＷ１、２６はＰＣ１またはＰＣ
２との第１の通信を切り換えるための切り換え回路ＳＷ２、２７は映像信号ケーブル線と
共に接続される第２の通信を切り換えるための切り換え回路ＳＷ３、２８はディスプレイ
ＩＤ情報を格納するメモリ回路、２９はビデオ回路、３０は駆動回路、３１は制御回路、
３２は映像表示を行う表示デバイス、３３は信号切り換え指示を行うためのスイッチ等の
入力手段、である。ここで駆動回路３０は、表示デバイス３２によって方式が変わり、例
えば表示デバイス３２がＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）であれば、いわゆ
る偏向回路の役割となる。
【００１５】
図２のディスプレイ装置３が初期状態としてＰＣ１に接続されていると、コネクタＣＮ１
を介して、ＰＣ１のプラグ＆プレイ機能を実現するためにメモリ回路２８に格納されてい
るディスプレイ装置３の固有情報であるディスプレイＩＤ情報をＰＣ１へ送信する。ＰＣ
１では、受信したそのデータからディスプレイ装置３で表示可能な映像信号を作成してコ
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ネクタＣＮ１へ向けて出力する。この場合、メモリ回路２８に格納されているディスプレ
イ装置３の固有情報であるディスプレイＩＤ情報をＰＣ１へ送信する通信が、第１の通信
である。
【００１６】
上記の第１の通信が成功するとコネクタＣＭ１を介してディスプレイ装置３とＰＣ１との
第２の通信を行なう。第２の通信では、ディスプレイ装置３がディスプレイ装置３におけ
る画面調整コマンドの受信、ディスプレイ装置３の内部情報の送信等を第１の通信とは独
立して行う。この第２の通信が行われると、ＰＣ１で作成され送信される映像信号、同期
信号により、ディスプレイ装置３での映像表示が継続して適切に行われる。ここで、入力
手段３３から、例えばディスプレイ装置３の使用者が使用中のＰＣ１からＰＣ２への切り
換えを行うためにスイッチ操作を行うと、切り換え指示信号が制御回路３１に入力される
。制御回路３１はＰＣ切り換え要求が有りと判断して、まず第２の通信のコネクタＣＭ１
を介してＰＣ１へ切り換え準備指示信号を出す。ＰＣ１は切り換えに備えて、現在のディ
スプレイ装置３に対する各種設定値や映像信号タイミング等の情報を保持し、再びＰＣ１
が選択されてディスプレイ装置３に接続されることに備えるレジューム動作に入る。その
後、ＰＣ１からディスプレイ装置３に対して第２の通信のコネクタＣＭ１を介して、切り
換え準備終了報告信号が送信される。これを受けて、制御回路３１は切り換え回路ＳＷ１
、ＳＷ２、ＳＷ３を制御し、映像信号やその他の通信をする通信線をＰＣ２側へ切り換え
る。また、このときにメモリ回路２８をＰＣ２に対して出力準備状態にする。切り換え回
路の切り換え直後に制御回路３１から第２の通信のコネクタＣＭ２を介してＰＣ２側に第
１の通信を始めるに際しての初期化要求信号またはリセット要求信号を送信する。すると
、ＰＣ２は電源投入直後の初期状態になり、メモリ回路２８に格納されているディスプレ
イＩＤ情報は第１の通信のコネクタＣＮ２を介してＰＣ２側に送信され、ＰＣ２はディス
プレイ装置３に適した映像信号フォーマットで映像信号を出力する。この動作はＰＣ１の
映像信号が選択されている場合の前記の動作と同様である。更に、再びＰＣ２からＰＣ１
への切り換えを行う際には、制御回路３１は上記と同様に第２の通信コネクタＣＭ２を介
してＰＣ２へ切り換え準備指示信号を出す。ＰＣ２は切り換えに備えて、現在のディスプ
レイ装置３に対する各種設定値や映像信号タイミング等の情報をレジューム機能により保
持し、再びＰＣ２が選択されディスプレイ装置３と接続されることに備える。ディスプレ
イ装置の制御回路３１は内部の各切り換え回路を制御し、再びＰＣ１側に接続する。制御
回路３１は、第２の通信コネクタＣＭ１に接続される通信線を介して、ＰＣ１に対して再
接続要求信号を出力すると、ＰＣ１はレジューム機能により保持されている前回接続時の
状態をディスプレイ装置に対して再設定し直すことで、もとの状態に復帰できる。更に、
再びＰＣ１からＰＣ２に切り換える場合も上記と全く同様の操作が行われて切り換えが行
われる。
【００１７】
なお、上記の切り換えに伴う各操作は、ディスプレイ装置、もしくはＰＣの電源が切断さ
れるまで継続し、電源が投入された後の動作は上記した場合と同様である。更に、ここで
示した実施の形態ではディスプレイ装置３に接続されるコンピュータは２台であるが、上
述の通りコンピュータが２台より多い場合にも対応可能である。その場合には、ディスプ
レイ装置のコネクタ数および各種切り換え回路の入力数、および制御回路３１の対応可能
なコンピュータの台数が、接続可能なコンピュータの最大数と対応する。また、図２では
第１の通信と第２の通信が独立している場合について説明したが、同一の通信線で処理す
ることも勿論可能である。その場合には、メモリ回路２８は制御回路３１に接続され、初
期設定時に制御回路３１を介してディスプレイＩＤ情報を通信線に送り出すと共に、ＰＣ
との双方向通信を行ないディスプレイ装置の制御情報等、上記の記載にある各種データの
やり取りを行う。
【００１８】
次に、図３は本発明のディスプレイ装置の別の実施の形態を示す構成図である。図１の場
合と同様に図３のディスプレイ装置３に接続されるＰＣの数は３台以上であってもかまわ
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ない。図３で、４はディスプレイ装置３に接続される周辺装置の一例としてのマウス、３
４はＰＣとの第２の通信を配信するためのハブ回路（ＨＵＢ）であり、その他の図２と同
一符号は同一機能を提供するものである。
【００１９】
図３では、図２のディスプレイ装置に、更にＰＣ１またはＰＣ２との第２の通信を周辺装
置に配信するためのハブ回路３４が付加されている。ハブ回路３４はＰＣ１またはＰＣ２
との通信を配信するほかに、ディスプレイ装置３に関する情報が周辺装置からハブ回路３
４に送られてきた場合にその情報を制御回路３１へ送る役割もある。一方、制御回路３１
からＰＣに対して出力される情報はハブ回路３４を介してＰＣに出力される。図３でディ
スプレイ装置に接続されるＰＣの切り換え操作を行う場合、図２で説明した場合と同様に
制御回路３１から切り換え前に、現に選択されて接続されているＰＣ１またはＰＣ２側へ
切り換え準備要求信号を送信する。すると、ＰＣ１またはＰＣ２側はハブ回路３４を介し
て接続される通信線上のすべての周辺装置に対する設定条件、情報等を一時保持して、切
り換えに備える。ディスプレイ装置３は切り換え準備が整ったことを認識して、各切り換
え回路２５～２７を切り換える。切り換えが完了すると、制御回路３１は新たに選択され
接続されたＰＣ側にハブ回路３４を介して通信線上に接続される各種周辺装置との通信再
設定を要求する。以上の様にして通信切り換え時の再設定作業を行う。
【００２０】
図３の別の動作としては、切り換え要求信号が入力手段３３から入力されると制御回路３
１が第２の通信を行っている選択中のＰＣに対して切り換え要求信号をハブ回路３４、お
よび切り換え回路２６を介して送信する。その信号の要求に応じて、選択中のＰＣ側は各
周辺装置やハブ回路３４に対してリセット命令信号を送出する。すると、ディスプレイ装
置３やハブ回路３４に接続される周辺装置、例えばマウス４等は一旦、ＰＣとの第２の通
信をリセットまたは切断するが、それと同時に制御回路３１がリセット命令信号に応じて
、切り換え回路２５～２７を制御して、接続されるＰＣの切り換え操作を行う。切り換え
直後に、各周辺装置は切り換え後に接続されたＰＣによって再認識され、再度各種の通信
初期設定が行われる。
【００２１】
また更なる別の動作として、図３では切り換え要求信号が入力手段３３から入力されると
、その信号の要求内容に応じて、制御回路３１がハブ回路３４に制御信号を送り、ハブ回
路３４に接続される各周辺装置とＰＣとの通信を強制的に切断する。その後、制御回路３
１はディスプレイ装置内部の切り換え回路２５～２７を切り換え制御して、接続先ＰＣを
切り換える。切り換え完了後、制御回路３１はハブ回路３４に対して各周辺装置とＰＣと
の通信を再開させる。その動作によって、切り換え前のＰＣとハブ回路を介した各周辺装
置との接続状態を保持した状態でＰＣだけを切り換え、新たに選択されたＰＣとのハブ回
路３４を介した各周辺装置との通信をすることが可能となる。
【００２２】
以上の動作によって、ＰＣの出力する映像信号を他のＰＣの出力する映像信号に切り換え
る際に生じるＰＣとディスプレイ装置を含む周辺装置との通信切り換え作業時の煩わしさ
を軽減することが可能となる。
【００２３】
図４は、本発明による更に別の実施の形態を示す図である。同図で、３５はハブ回路３４
の電源回路であって、その他の構成で図３と同一符号は同一機能を有するものである。図
４の動作について、以下に説明する。
【００２４】
図４のディスプレイ装置３ではハブ回路３４を介して、制御回路３１と選択されているＰ
Ｃ間で通信が行われる。通常は電源回路３５はハブ回路３４及び周辺装置との通信用電源
として使用され、ハブ回路３４に接続される他の周辺装置に対する電源供給、あるいは周
辺装置の通信制御系に対する電源供給を行っている。選択されているＰＣからの指示に従
ってディスプレイ装置３がパワーセーブモードに移行すると、制御回路３１は電源回路３
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５を制御してハブ回路３４に接続される周辺装置への電源供給を止める。または、制御回
路３１は電源回路３５を制御し、ハブ回路３４および周辺装置に対するディスプレイ装置
３からの電源供給を停止させ、そのかわりにハブ回路３４は第２の通信線を介してのＰＣ
から供給される電源により、ハブ回路３４および周辺装置を制御する。上記の動作につい
て図５を用いて更に詳しく述べる。
【００２５】
図５は、図４におけるハブ回路３４の内部構成を示す構成図である。同図で５１はハブ制
御回路、５２は電源系統切り換え回路である。同図では、通常動作時はハブ制御回路５１
により電源系統切り換え回路５２が図４の電源回路３５からの電源供給を受け、ハブ制御
回路５１に接続されるＰＣ周辺装置に対して電源供給を行う。ここで、ディスプレイ装置
３がパワーセーブモードに入るとディスプレイ装置内部の制御回路３１からハブ回路３４
内部のハブ制御回路５１に対してパワーセーブモード移行の指示が伝えられ、ハブ制御回
路５１は電源系統切り換え回路５２を制御して、ハブ回路３４に接続される周辺装置への
電源供給を停止する。さらに、ハブ制御回路５１は電源系統切り換え回路５２を制御して
、外部電源からの電源ライン、具体的にはＰＣ側から通信信号線と共に送られてくる電源
ラインを選択してもよい。上記の動作により、ハブ回路３４に接続される各周辺装置に対
するディスプレイ装置３からの電源供給が停止され、ディスプレイ装置自身の電源消費量
が節減される効果が得られる。
【００２６】
更に、図５では通常の使用状態においても、ハブ制御回路５１に接続される周辺装置が未
使用状態または、待機状態にある場合では、その周辺装置のポートを判断して、その周辺
装置に接続される通信電源をオフするように、電源系統切り換え回路５２を制御すること
ができる。このとき、ＰＣからパワーセーブ状態にある周辺装置に対して通信再開要求ま
たは通信指定が行われると、ハブ制御回路５１は通信再開要求信号または通信指定信号を
検出し、電源オフ状態にあるハブ回路３４の対応ポートに対して電源オン状態となるよう
に制御して、周辺装置とＰＣとの通信が可能な状態に戻す。上記の電源制御ではディスプ
レイ装置がパワーセーブ状態にある場合でも、ハブ制御回路５１はＰＣからの電源供給を
制御して動作中の周辺装置に配信する制御を行い、その制御によりＰＣ側の通信による電
力消費を抑えることが可能である。以上のような必要に応じた電力制御を行うことにより
、ＰＣとの通信時の電力消費をきめ細かく抑えることが可能となる。
【００２７】
図６は本発明による別の実施の形態を示す図である。同図で６１はコンピュータ装置（以
下、ＰＣと呼ぶ）、６２～６４はＰＣとの通信機能を有するディスプレイ装置である。同
図において、各ディスプレイ装置６２～６４はそれぞれ映像信号入力端子と通信用信号入
出力端子とを有するものであり、その動作はＰＣから送られてくる映像信号を表示すると
ともに通信線を介してコンピュータ装置と双方向通信を行ない、その受信した映像信号に
合わせて最適な表示状態を提供できるようにＰＣによる制御が可能なディスプレイ装置で
ある。さらに、それぞれのディスプレイ装置は、本発明の上記の実施の形態における各説
明で述べた通信機能を有したディスプレイ装置と同様にハブ回路を有し、通信信号を別の
ディスプレイ装置に配信分岐可能とする機能を有している。従って、ＰＣ６１から出力さ
れる通信信号はディスプレイ装置１である６２に入力され、ディスプレイ装置１の内部の
ハブ回路で分岐されディスプレイ装置２である６３に入力され、ディスプレイ装置６３の
内部のハブ回路によって順次接続されるディスプレイ装置に入力されていき、ディスプレ
イ装置Ｎである６４まで通信信号を配信することが可能である。一方、映像信号はＰＣ６
１からそれぞれのディスプレイ装置に対して出力される。以上のことから、１台のＰＣに
接続可能なディスプレイ装置の数はＰＣのもつ提供可能な映像信号の供給能力に依存する
。上記のように、映像信号を送信する通信線はそれぞれ別の経路を介してそれぞれのディ
スプレイ装置に接続されるために、ＰＣの送信する映像信号とその映像信号を受信するデ
ィスプレイ装置との対応付けが必要である。その対応付けを以下の手順に従って行う。
【００２８】
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【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２９】
表１は対応関係の設定の１つの方法について説明した表である。同表の様にＰＣが出力す
る映像信号の送信先であるディスプレイ装置がどれであるかを認識可能とするために、Ｐ
Ｃは映像信号とともに出力する水平及び垂直同期信号の極性をそれぞれの組合せが一致し
ないようにその極性を定める。それぞれのディスプレイ装置は、入力される同期信号の極
性情報および通信線上に接続される周辺装置の識別情報を通信線を介してＰＣとの通信初
期化時にＰＣに送り戻す。このようにすると、送信先のディスプレイ装置とそのディスプ
レイ装置に送られるべき映像信号との対応関係をＰＣが認識可能となる。この場合、ＰＣ
に接続可能な本発明の実施の形態によるディスプレイ装置数は水平および垂直同期信号の
正極性および負極性の組合せにより最大４台となる。更に、本発明の実施の形態では同期
信号の極性情報に代えて水平および垂直同期信号の有無によって映像信号とディスプレイ
装置との対応付けを行うことを可能としている。その対応関係の例を表２に示す。
【００３０】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００３１】
この場合、すべての同期信号が無くなるとディスプレイ装置は映像表示が行えなくなるた
め、対応関係の確認動作はディスプレイ装置をＰＣに最初に接続する場合、あるいはＰＣ
とディスプレイ装置の電源が投入された直後に行われる。表２の場合もＰＣに接続可能な
ディスプレイ装置の数はその同期信号の有無の組合せにより最大４台である。更に、上記
表１および表２の方式を兼用してそれらの組合せの方式をとれば同期信号の極性および有
無の確認によってディスプレイ装置を最大９台まで識別可能で、ＰＣからの出力映像信号
とその映像信号を受信すべきディスプレイ装置との対応関係を識別することが可能となる
。
【００３２】
更に、図６のディスプレイ装置は、映像信号線と同一ケーブル中に存在する通信線を介し
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て自身の特性情報、製造番号、シリアル番号、受信可能な映像信号タイミング等のディス
プレイ情報をＰＣへ送出することができる第１の通信を行う通信線を有している。この第
１の通信線から送られてくるディスプレイ情報と、図６におけるディスプレイ装置の調整
用の双方向通信である第２の通信線を介して送られてくる上記ディスプレイ情報とを比較
することによって、ＰＣは映像信号線に接続されるディスプレイ装置と表示調整の制御対
象となるディスプレイ装置との対応を認識することが可能となる。この場合にはＰＣに接
続可能なディスプレイ装置の数は特に制限されない。また、上記のディスプレイ情報の代
りに単なる識別番号によっても対応関係の識別が可能である。
【００３３】
図７は本発明による更に別の実施の形態を示している。同図で、７１は映像信号切り換え
回路、７２は描画処理回路、７３は映像デコーダ回路、７４は通信制御回路、７５は音声
デコーダ回路、７６は音声処理回路、７７はスピーカであり、その他前述の各発明の実施
の形態を示す図１から図６と同一符号は同一機能を有するものである。以下に動作につい
て説明する。
【００３４】
通信制御回路７４がハブ回路３４がコネクタ２３を介してＰＣと通信を行ってＰＣからデ
ィスプレイ装置に映像信号を出力している場合、またはハブ回路３４を介して他の周辺装
置と通信を行い、その通信をＰＣにコネクタ２３を介する通信により送信し、ＰＣで映像
の処理等を行ってディスプレイ装置に映像信号を出力している場合には、映像信号切り換
え回路７１によりコネクタ２１からのアナログ映像信号入力側を選択させる様に切り換え
制御をする。また、制御回路３１は通信制御回路７４から送られてくるディスプレイ装置
の表示制御命令に応じて、ビデオ回路２９や駆動回路３０を制御する。次に、ディスプレ
イ装置がＰＣとの接続を外された場合や、ＰＣの電源が切られた状態等の理由によりディ
スプレイ装置とＰＣとの通信が行われない状態となった場合についての基本動作を説明す
る。この場合には、ディスプレイ装置はＰＣの行う通信の制御および映像処理をディスプ
レイ装置単独で行ない、通信線に接続される各種周辺装置との通信を独自で行う。本発明
の実施の形態では、その映像装置として、ＣＤ－ＲＯＭドライブ等のディスク記録メディ
アの駆動装置やカメラ等の撮像装置とハブ回路３４を介して通信を行ない、周辺装置から
出力される映像データをディスプレイ装置内で処理し表示を行うことが可能である。この
動作について以下に詳細に説明する。
【００３５】
通信制御回路７４はハブ回路３４を介して、ＣＤ－ＲＯＭやデジタルカメラ等のデジタル
映像機器と通信を行う。デジタル映像機器等から出力されるデジタル映像データまたはそ
の他の情報は、ハブ回路３４を介して通信制御回路７４に送られ、その通信制御回路７４
で表示に必要な映像データ部分を取り出し、映像デコーダ回路７５に出力する。映像デコ
ーダ回路７３は、送られてくる映像データが、例えばＭＰＥＧ方式などの映像圧縮技術に
よって圧縮されたデータの場合には、圧縮する前のデジタル化された映像データの状態に
戻す処理である、いわゆるデコード処理を行う回路である。次に、描画処理回路７２へデ
コード処理された映像データが送られ、アナログ形式の映像信号に再生され、通常のディ
スプレイ装置で受信可能な信号形式に戻す。描画処理回路７２の出力映像信号は切換回路
７１を経て、ビデオ回路２９や駆動回路３０に入力され、ディスプレイ装置と通信線で接
続される周辺装置から送られてきた映像データをディスプレイ装置の表示デバイス３２上
に映像に再生することができる。以上の様に本発明の実施の形態では、ホストとなるコン
ピュータ装置がパワーダウンした場合や接続されていない場合でも、ディスプレイ装置に
周辺装置を接続すれば必要な映像情報をディスプレイ装置内部の映像再生処理によってデ
ィスプレイ装置上に表示することが可能である。この方式を用いれば、ＰＣがなくてもデ
ィスプレイ装置の利用ができ、ディスプレイ装置の使用に多様性をもたせることができる
。
【００３６】
同様にして音声信号についても、ホストとなるコンピュータがパワーダウンした場合やデ
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ィスプレイ装置と接続されていない場合でも、ディスプレイ装置内部の処理により音声出
力可能である。音声信号再生の場合は、図７のハブ回路３４を介し、通信制御回路７４で
音声データ部分が音声デコーダ回路７５へ出力される。音声デコーダ回路は入力された音
声データがデジタル音声データであって、そのデジタル音声データがデータ圧縮されてい
るものの場合には、伸長処理を施し音声処理回路７６へ出力する。音声処理回路７６はア
ナログ音声信号へ変換し、スピーカ７７から通常の音声として出力する。以上の様にして
、音声についてもホストであるＰＣの処理がなくてもディスプレイ装置自身の音声再生処
理により再生可能である。
【００３７】
図８は、本発明の別の実施の形態である。同図で、８１は電源回路であり、その他の符号
で図１から図７と同一符号のものは同一機能を有するものである。図８では、音声デコー
ダ回路７５、音声処理回路７６およびスピーカ７７を有する音声再生処理部分の動作は図
７と同様であるが、図８の電源回路８１はその音声再生処理部分に対する電源制御を行う
機能を有しおり、ディスプレイ装置内部のその音声再生処理部分以外の回路に対する電源
制御を行う電源回路とは別に独立に存在する。電源回路８１は通信制御回路７４によって
制御され、出力すべき音声データがハブ回路３４を介した通信により通信制御回路７４に
入力されない場合は、通信制御回路７４の制御により電源回路８１をによる電源供給を停
止させて、音声再生処理部分をパワーセーブモードに移行させる。電源回路８１に対する
制御はディスプレイ装置自体のパワーセーブモードと独立の方式または連動の方式のどち
らでも可能であり、それらの方式の選択はディスプレイ装置に備えられる調整用スイッチ
や表示デバイス３２上に表示される調整メニュー等から上記調整スイッチやボタン操作に
よって選択可能である。上記の発明の実施の形態は音声再生部分について説明したもので
あるが、映像デコーダ回路７３と描画処理回路７２を有する映像再生処理部分にも同様に
、ディスプレイ装置の映像再生処理部分以外の回路に対する電源制御を行う電源回路から
独立した電源制御を行わせるように適用できる。以上の様にして、ディスプレイ装置の有
する音声再生処理や映像再生処理を行う部分それぞれに電源供給の制御を行わせる電源回
路を設けることにより細かい電力制御を行い、それによりディスプレイ装置自体の電力消
費を可能な限り抑える様に動作させることが可能である。
【００３８】
図９は、さらに別の発明を示すシステム構成図である。同図で、９１、９２、９３は本発
明によるディスプレイ装置であり、その他図６と同一符号は同一機能を有するものである
。図９の動作について以下に説明する。
【００３９】
図９で６１は図６に記したＰＣと同様の機能を有するものであり、同様の動作を行う。一
方、ディスプレイ装置９１、９２、９３は複数台のＰＣ６１と接続可能なディスプレイ装
置であり、接続されるＰＣの出力する映像信号を選択的に表示可能な機能を有する。この
機能については、図１に示されるディスプレイ装置３の機能と同様であり、この同様な機
能により、ＰＣからの出力映像信号を選択的にディスプレイ装置に表示することが可能と
なる。ここで、ディスプレイ装置９１は複数のＰＣ６１との双方向通信線で接続され、そ
のうちの選択されたＰＣとの双方向通信を行い、その双方向通信では選択されたコンピュ
ータ側からの指示に従い、ディスプレイ装置内部回路の制御を行い、ディスプレイ装置の
内部情報をコンピュータ側へ送信する。さらに、複数のＰＣとディスプレイ装置９１との
通信である複数の双方向通信は他のディスプレイ装置９２、９３等にも配信される。この
機能は図６に示す様なＰＣからの双方向通信をディスプレイ装置６２、６３、６４へ配信
するのと同様であり、複数のＰＣと複数のディスプレイ装置の対応関係においても同様に
通信機能の制御が行われる。以上の様な通信制御により、各ディスプレイ装置９１、９２
、９３と複数のＰＣとの通信は制御され、各ディスプレイ装置９１、９２、９３は、それ
ぞれ選択したＰＣからの映像信号に基づく映像を、各自のディスプレイ装置に表示するこ
とが可能である。また、各ディスプレイ装置の識別は図６と同様にＰＣ側から送られてく
る同期信号の状態で判別され、ＰＣ側から付与される識別番号を各ディスプレイ装置は保
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持することにより実現可能となる。保持される識別番号は、ディスプレイ装置が選択する
ＰＣが切り替わった場合に、双方向通信線を介して切り替わり先のＰＣに通知される。通
知されたＰＣは、接続されるディスプレイ装置を引き続き認識可能となり、選択するＰＣ
の切り替えによる配線接続等の煩わしさを解消することができる。
【００４０】
図９では、複数のＰＣとディスプレイ装置の双方向通信線がディスプレイ装置９１の１台
に集中して接続されているが、本発明ではそれらの双方向通信線が幾つかの複数のディス
プレイ装置に分散して接続されている様な場合でも、同様の機能が実現可能である。
【００４１】
【発明の効果】
　

【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態を示すシステム構成図である。
【図２】第１の実施の形態における第１のディスプレイ装置の構成図である。
【図３】第１の実施の形態における第２のディスプレイ装置の構成図である。
【図４】第１の実施の形態における第３のディスプレイ装置の構成図である。
【図５】第３のディスプレイ装置におけるハブ回路の構成図である。
【図６】本発明の第２の実施の形態を示すシステム構成図である。
【図７】本発明の第３の実施の形態を示すディスプレイ装置の構成図である。
【図８】本発明の第４の実施の形態を示すディスプレイ装置の構成図である。
【図９】本発明の第６の実施の形態を示すシステム構成図である。
【符号の説明】
３・・・ディスプレイ装置
２１、２２、２３、２４・・・コネクタ
２５，２６、２７・・・スイッチ
２８・・・メモリ回路
３１・・・制御回路
３２・・・表示デバイス
３３・・・入力手段
３４・・・ HUB
３５・・・電源
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本発明によれば、複数の映像出力機器との接続を切り換える際における映像出力機器と
通信を良好に行うことが可能となる。



【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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